
よくある御質問

（答）保険適応になっています．
　　　平成21年4月の時点では6万3000点＝63万円です．
　　　そのため，以下のようになります．
　　　　　　3割負担の方：63万円ｘ30/100＝18万9000円
　　　　　　1割負担の方：63万円ｘ10/100＝6万3000円
　　　三叉神経痛は保険適応になっていませんので，自費となります．
　　　当院では50万円で実施しております．

（問）保険適応にはなっているのでしょうか？

（答）治療の途中で休憩したり，トイレに行ったりすることは可能です．
　　　休憩後，続きから再開できます．

（問）サイバーナイフ治療中の休憩はできるのでしょうか？

（答）通常は可能です．実際には照射線量や部位によっても異なります．新
　　　しい病変であればまず問題なく行うことができます．

（問）全脳照射を行った後でもサイバーナイフ治療はできるのでしょうか？

（答）現在処方されている薬剤はそのまま服用していただいて結構です．

（問）治療中は内服薬の制限などがあるのでしょうか？

（答）1回の治療では10ヵ所程度と考えています．多数の場合は優先順位を
　　　決めて治療を行っています．若い方であれば全脳照射をお勧めする場
　　　合もあります．当施設の最高は18ヵ所です．

（問）転移性脳腫瘍は何カ所まで治療できるのでしょうか？

（答）頭蓋内病変で内容によっては受診→治療前検査→治療計画作成→サイ
　　　バーナイフ治療までを1日で行うことも可能です．

（問）１日で受診→→治療まで行うことはできるのでしょうか？


